
庄内広域水道企業団企業管理規程第８号 

 庄内広域水道企業団水道料金等徴収等管理業務委託に関する規程を次のように定める。 

  令和８年３月１６日 

 

 

庄内広域水道企業団 

企業長 佐 藤    聡 

 

庄内広域水道企業団水道料金等徴収等管理業務委託に関する規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２及び地

方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第２６条の４の規定に基づき、庄内

広域水道企業団に係る水道料金その他収入金 （以下「料金等」という。）の徴収事務並び

に水道事業の円滑な運営のために必要な業務 （以下「徴収等管理業務」という。）の委託

に関し必要な事項を定めるものとする。 

（徴収等管理業務の範囲） 

第２条 企業長は、次に掲げる業務を委託することができる。 

（１）窓口受付業務 

（２）閉開栓業務 

（３）検針業務 

（４）調定業務 

（５）収納業務 

（６）給水停止及び滞納整理業務 

（７）電算処理業務 

（８）メーター関連業務 

（９）給水装置工事関連業務 

（１０）庁舎管理業務 

（１１）管路維持関連業務 

（１２）前各号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める業務 

（契約の締結） 

第３条 企業長は、徴収等管理業務を委託するときは、必要事項を記載した書面により、

徴収等管理業務を受託する私人 （以下「受託者」という。）との間に契約を締結するもの

とする。 

（受託者の責務） 

第４条 受託者は、この規程及び契約並びに関係法令を遵守し、自己の責任において誠実

に徴収等管理業務を執行しなければならない。 

（告示） 

第５条 企業長は、徴収等管理業務を委託するとき又は委託内容に変更があったときは、

次に掲げる事項を告示するものとする。 

（１）受託者の住所及び氏名 （受託者が法人の場合は、主たる事務所の所在地及び名称） 



（２）委託期間 

（３）業務の範囲 

（４）前３号に掲げるもののほか、必要な事項 

（料金等の収納及び払込） 

第６条 企業長は、受託者に料金等を現金又は小切手等で収納させることができる。 

２ 受託者は、前項の規定により料金等を収納したときは、領収印を押印した領収書を納

入者に交付しなければならない。 

３ 受託者は、収納した料金等を、料金等を収納した日 （以下「収納日」という。）の翌営

業日までに企業長が指定する出納取扱金融機関の口座へ払い込まなければならない。 

４ 受託者は、前項の規定により料金等の払込をしたときは、その内容を示す計算内訳書

等を速やかに企業出納員へ提出しなければならない。 

（身分証明証） 

第７条 企業長は、受託者に対し身分証明証を交付するものとし、受託者は、徴収等管理業

務を行うときは、これを携行し、関係者に求められたときは、提示しなければならない。 

（報告） 

第８条 受託者は、業務の適正な執行に支障が生じたときは、直ちに企業長に報告し、企

業長の指示に従わなければならない。 

（検査） 

第９条 企業長は、必要があると認めるときは、業務の執行状況について受託者の報告を

求め、又は検査を行うことができる。 

（損害賠償） 

第１０条 受託者は、その責めに帰すべき理由により庄内広域水道企業団 （以下「企業団」

という。）に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 

（権利義務の譲渡等の禁止） 

第１１条 受託者は、契約によって生ずる権利、又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、

又はその権利を担保に供してはならない。 

（契約の解除） 

第１２条 企業長は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除するこ

とができる。この場合に生じた受託者の損害については、企業長は一切の責任を負わな

い。 

（１）業務の処理に不正行為があったとき。  

（２）業務成績が不良で、かつ、その向上の見込みがないと認めたとき。 

（３）故意又は過失により企業団に損害を与えたとき。 

（４）企業団の信用を失墜させる行為があったとき。 

（５）前各号に掲げるもののほか、受託者として適当でないとき。 

（秘密の保持） 

第１３条 受託者は、業務上知り得た一切の情報については、企業長が指示する目的以外

に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。 

（事務引継） 

第１４条 受託者は、契約期間が満了したとき、又は前条の規定による契約の解除があっ



たときは、企業長が別に定める日までに、業務に関する一切の事務を整理して、企業長

が指定する者に引き継がなければならない。 

（その他） 

第１５条 この規程に定めるもののほか、徴収等管理業務に関し必要な事項は、企業長が

別に定める。 

附 則 

この規程は、令和８年４月１日から施行する。 


